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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】太陽電池モジュールの発電量が年間を通して効
率良く得られる太陽電池発電装置を提供する。
【解決手段】太陽電池発電装置は、水平面にほぼ垂直な
設置面１に、太陽電池モジュール２と反射部材７とをそ
れらの受光面５と反射面８とを向き合わせて設置する。
太陽電池モジュール２は、その受光面と設置面とのなす
角度α（９０°＜α＜１８０°）とし、反射部材７は、
太陽電池モジュールの上方において、その反射面と設置
面とのなす角度β（９０°＜β＜１８０°）とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水平面にほぼ垂直な設置面に太陽電池モジュールと反射部材を支持させた太陽電池発電
装置であって、
　前記太陽電池モジュールは、その受光面を上側にするとともに、設置面とのなす角度が
α（９０°＜α＜１８０°）となるように設置面に取り付け、
　前記反射部材は、前記太陽電池モジュールより上方において、その反射面が前記太陽電
池モジュールの受光面と対向するようにし、その反射面と設置面とのなす角度がβ（９０
°＜β＜１８０°）となるように設置面に支持させたことを特徴とする太陽電池発電装置
。
【請求項２】
　水平面にほぼ垂直な設置面に太陽電池モジュールを支持させた太陽電池発電装置であっ
て、
　ほぼ平行な相対向する第１の辺および第２の辺を含む板状の太陽電池モジュール、
　ほぼ平行な相対向する第１の辺および第２の辺を含む反射部材、および前記太陽電池モ
ジュールおよび反射部材を設置面に取り付ける支持体を具備し、
　前記太陽電池モジュールは、その受光面を上側にするとともに、第１の辺を設置面側に
し、第２の辺が第１の辺より下方に位置するようにして、かつその受光面と設置面とのな
す角度がα（９０°＜α＜１８０°）となるように設置面に取り付け、
　前記反射部材は、前記太陽電池モジュールより上方において、その反射面が前記受光面
と対向するとともに、第１の辺が前記太陽電池モジュールの第１の辺と近接し、第２の辺
が第１の辺より上方に位置し、かつその反射面と設置面とのなす角度がβ（９０°＜β＜
１８０°）となるように設置面に支持させたことを特徴とする太陽電池発電装置。
【請求項３】
　ｎ（ｎは２以上の整数）個の太陽電池モジュールとｎ－１個の反射部材とを具備し、１
個の太陽電池モジュールの下方に反射部材と太陽電池モジュールとを順次縦方向に配列さ
せた請求項１または２記載の太陽電池発電装置。
【請求項４】
 前記設置面が建造物の外壁面である請求項１または２記載の太陽電池発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、太陽光を受光して発電する太陽電池モジュールと、その太陽電池モジュール
に太陽光を反射する反射部材を備えた太陽電池発電装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　東日本大震災による原子力発電所の事故の後、国のエネルギー政策の抜本的な見直しが
進んでおり、再生可能エネルギーで発電した電力の必要性が取り上げられている。中でも
、クリーンなエネルギー源である太陽光発電装置は、企業での大規模な発電システムとし
て、また住宅用としても広く実用化され、その促進が注目されている。
【０００３】
　現在、太陽光発電装置は、太陽電池モジュールを建物の屋根、あるいは天井面などのよ
うに水平面に設置し利用されている。屋根に設置する場合、一年間を通して、受光量がで
きるだけ多くなるように、受光面の太陽光に対する角度を考慮し設置されている。
【０００４】
　しかしながら、建物の屋根の面積だけでは限界が有り、また、ビルなどの高層建築では
天井面に比べて外壁面のほうが大面積を確保できるため、外壁面に太陽電池モジュールを
配置することが試みられている。
【０００５】
　太陽電池モジュールを外壁面に設置する場合、太陽電池モジュールを外壁面に貼付け、
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その受光面が地面とほぼ垂直になるように設置する方法が提案されている。たとえば、特
許文献１のように、建物の壁面材として壁材と同一面上に配置することにより、設置が容
易であり、外観の優れたものがある。しかしながら、建物の外壁面と平行な状態で取り付
けられると、斜め上方から照射する太陽光を受光するには効率的でない。特に、年間で最
も太陽の高度が高い夏至の頃を中心に、太陽電池モジュールの受光面への太陽光の入射角
が小さくなり、太陽電池モジュールに有効に取り込むことができず、年間を通しての太陽
電池モジュールの発電量が効率的に得られないという問題を有していた。
【０００６】
　一方、特許文献２あるいは３のように外壁面に対して傾斜させた状態で設置することに
より、太陽電池モジュールの受光面に対する太陽光の入射角を大きくして、できるだけ効
率よく受光する設置方法が提案されている。これらは、建物の外壁に、外壁と所定の間隔
を置き、かつ上下に傾斜させた状態で複数の太陽電池取り付け板を支持し、その板上に太
陽電池モジュールを設置するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００３－６４８４２号公報
【特許文献２】特開２０００－６４５５５号公報
【特許文献３】特開平７－２０２２３７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、受光量を多くするために、太陽電池モジュールの傾ける角度を大きくす
るには問題があった。太陽電池モジュールを縦方向に連ねて設置した場合、上方に設置し
た太陽電池モジュールの陰になり、下方に設置した太陽電池モジュールに太陽光が届かな
い場所が生じてしまう。特に、夏至では年間で太陽光の照射量がもっとも多くなるにもか
かわらず、太陽の高度が最も高くなり、太陽光の入射角度が小さくなるため、太陽電池モ
ジュールの傾ける角度を大きくしても陰になる部分が大きくなり、太陽電池モジュールの
発電量が小さくなってしまう。このため、年間を通しての太陽電池モジュールの発電量が
効率よく得られないという問題点を有している。
【０００９】
　そこで、本発明は、年間を通しての太陽電池の発電量が効率よく得られ、特に夏至でも
太陽電池モジュールに十分の照射光が得られる太陽電池発電装置を提供することを目的と
するものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の太陽電池発電装置は、水平面にほぼ垂直な設置面に太陽電池モジュールと反射
部材を支持させた太陽電池発電装置であって、
　前記太陽電池モジュールは、その受光面を上側にするとともに、設置面とのなす角度が
α（９０°＜α＜１８０°）となるように設置面に取り付け、
　前記反射部材は、前記太陽電池モジュールより上方において、その反射面が前記太陽電
池モジュールの受光面と対向するようにし、その反射面と設置面とのなす角度がβ（９０
°＜β＜１８０°）となるように設置面に支持させたことを特徴とする。
【００１１】
　さらに、本発明の太陽電池発電装置は、水平面にほぼ垂直な設置面に太陽電池モジュー
ルを支持させた太陽電池発電装置であって、
　ほぼ平行な相対向する第１の辺および第２の辺を含む板状の太陽電池モジュール、
　ほぼ平行な相対向する第１の辺および第２の辺を含む反射部材、および前記太陽電池モ
ジュールおよび反射部材を設置面に取り付ける支持体を具備し、
　前記太陽電池モジュールは、その受光面を上側にするとともに、第１の辺を設置面側に
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し、第２の辺が第１の辺より下方に位置するようにして、かつその受光面と設置面とのな
す角度がα（９０°＜α＜１８０°）となるように設置面に取り付け、
　前記反射部材は、前記太陽電池モジュールより上方において、その反射面が前記受光面
と対向するとともに、第１の辺が前記太陽電池モジュールの第１の辺と近接し、第２の辺
が第１の辺より上方に位置し、かつその反射面と設置面とのなす角度がβ（９０°＜β＜
１８０°）となるように設置面に支持させたことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、ｎ（ｎは２以上の整数） 個の太陽電池モジ
ュールと、ｎ－１個の反射部材とを具備し、１個の太陽電池モジュールの下方に反射部材
と太陽電池モジュールとを順次縦方向に配列している。すなわち、最上位に１個の太陽電
池モジュールを配置し、その下方に、反射部材と太陽電池モジュールとを組み合わせた対
が配置されている。このように、最上位に配置された太陽電池モジュールは受光面を遮ら
れるものがないので反射部材の必要はなく、設置面を無駄なく有効活用することができる
。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の太陽電池発電装置によれば、反射部材の反射面から太陽電池モジュールの受光
面に太陽光を反射させて照射することにより、一年間を通して太陽光を効率よく受光する
ことができ、太陽電池モジュールの発電効率を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の一実施の形態に係る太陽電池発電装置の斜視図である。
【図２】本発明の太陽電池発電装置の太陽電池モジュールと反射部材の縦断面図である。
【図３】本発明の太陽電池発電装置への、季節による太陽光の照射状態を示す図である。
【図４】本発明の実施例の太陽電池モジュールに用いた光電変換素子の断面図である。
【図５】本発明の実施例の太陽電池モジュールに用いた支持体の上面図である。
【図６】本発明の実施例の太陽電池モジュールに用いた太陽電池ユニットの縦断面図であ
る。
【図７】本発明の太陽電池発電装置を用いた年間を通じての発電量の変化を示すグラフで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　本発明の太陽電池発電装置は、水平面にほぼ垂直な設置面に、太陽電池モジュールと反
射部材とをそれらの受光面と反射面とを向き合わせて設置する。太陽電池モジュールは、
その受光面と設置面とのなす角度α（９０°＜α＜１８０°）とし、反射部材は、太陽電
池モジュールの上方において、その反射面と設置面とのなす角度β（９０°＜β＜１８０
°）とする。
【００１６】
　本発明によると、所定のサイズの太陽電池モジュールと反射部材とを対にして縦方向に
連ねて設置した場合、下方に設置した太陽電池モジュールは、太陽の高度により、上方に
設置した太陽電池モジュールの陰になり、太陽光が届かない部位が生じても、反射部材の
作用により太陽光の受光量を補填することができる。
【００１７】
　本発明に係る太陽電池発電装置の好ましい実施形態を挙げ、図面に基づき詳細に説明す
る。
　まず、本実施形態に係る太陽電池発電装置の構成について図１を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の太陽電池発電装置の斜視図である。図１中において、１は設置面であ
り、水平面に対してほぼ垂直な、ビルや一般住宅などの建造物の外壁面である。太陽電池
モジュール２は、ほぼ長方形の板状の形態をしており、その相対向する長辺を第１の辺３
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および第２の辺６とする。反射部材７もほぼ長方形の板状の形態をしており、相対向する
長辺を第１の辺１０および第２の辺１１とする。
【００１９】
　太陽電池モジュール２は、その第１の辺３が支持体４によって受光面５を上側にして設
置面１に取り付けられる。太陽電池モジュールの第２の辺６は、第１の辺３より下方に位
置するように、受光面５と設置面１とのなす角度がα（９０°＜α＜１８０°）となるよ
うに支持体９によって設置面１に支持されている。反射部材７は、その反射面８が太陽電
池モジュール２の受光面５と対向するように、支持体４と９により設置面１に取り付けら
れる。すなわち、反射部材７は、太陽電池モジュール２より上方に位置し、その第１の辺
１０が太陽電池モジュールの第１の辺３と近接し、第２の辺１１が第１の辺１０より上方
に位置するように、反射面８と設置面１とのなす角度がβ（９０°＜β＜１８０°）とな
るように、支持体４と９により設置面１に支持される。
【００２０】
　図２に本発明の太陽電池発電装置における太陽電池モジュール２と反射部材７の縦断面
図を示し、設置面１への設置方法を説明する。太陽電池モジュール２は、外枠１２にはめ
込み、ブチルゴムで固定されている。設置面１には、予め太陽電池モジュールの第１の辺
３、および第２の辺６を固定し、太陽電池モジュール２を設置面１に設置するための支持
体４および９が取り付けられている。太陽電池モジュール２の受光面５を上向きにし、太
陽電池モジュール２の第１の辺３より第２の辺６が下になり、受光面５が上向きになるよ
うに固定するため、支持体４より支持体９の高さが高くとられている。この支持体４に太
陽電池モジュールの第１の辺３、支持体９に太陽電池モジュールの第２の辺６の外枠１２
をそれぞれ取付け、ねじで固定して太陽電池モジュール２を設置する。
【００２１】
　太陽電池モジュール２の第１の辺３の外枠には、つば部１３が備わり、ここに反射部材
７の第２の辺１０を配置し、ねじで固定する。このつば部１３は太陽電池モジュール２の
受光面５と反射部材７の反射部８の間に所望の角度を有して構成されている。
【００２２】
　本実施の形態では、太陽電池モジュールを取り付ける支持体と、反射部材を取り付ける
支持体を一体にして設置することにより、設置面への取り付けが容易になるようにしたが
、これら支持体を別々に取り付けるものであっても良い。このとき、太陽電池モジュール
と反射部材の設置面への取り付け部分との間には隙間があっても良い。
【００２３】
　本発明による太陽電池発電装置への、季節による太陽光の照射状態を図３に示す。太陽
光が最も真上に近くなる（１）の夏至では、太陽電池モジュールの受光面５に対しての入
射角θ１は最も小さくなり、また反射部材７の反射面８には太陽光(ａ)がほとんど照射さ
れない状態となる。また、下方に位置する太陽電池モジュール２の受光面５では、上方の
太陽電池モジュールにより陰になる部分が生じ、太陽からの受光量が減少する。これに対
し、太陽光が最も水平面に近くなる（２）の冬至では、太陽電池モジュールの受光面５に
対しての入射角θ２は最も大きくなり、また、反射部材の反射面８の多くの部分に太陽光
（ａ）が当たる状態となる。このため、太陽電池モジュールに対する直接太陽光（ａ）の
照射量は多く、反射部材からの反射光（ｂ）による照射も多くなり、十分な太陽光を得る
ことができる。（３）の春分、秋分においては、冬至と夏至の間の角度となるため、直接
光（ａ）も、反射光（ｂ）もどちらも適度に太陽電池モジュールの受光面５に照射される
。
【実施例】
【００２４】
　本実施例に用いた太陽電池モジュールの具体的な構成を示す。本実施例では、太陽電池
モジュールとしてマイクロ集光型球状シリコン太陽電池を発電部とするモジュールを用い
た。
【００２５】
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　太陽電池モジュールは、直径約１ｍｍの光電変換素子を、アルミニウム製の基板に所定
の間隔で設けた孔に１個ずつ装着して約１８００個配置し構成されたユニットを、横３２
列、縦２段として６４枚並べて、幅１７８４ｍｍ、長さ３５６ｍｍ、厚さ２．５ｍｍに構
成したものを、外枠に固定したものである。外枠はアルマイト処理をしたアルミニウムを
用いた。
【００２６】
　反射部材は、アルマイト処理をしたアルミニウム板であり、幅１７８４ｍｍ、長さ３５
６ｍｍ、厚さ０．８ｍｍのものであり、反射率は７４％である。
 太陽電池モジュールと反射部材を設置面に取り付ける支持体もアルマイト処理をしたア
ルミニウムを用いた。アルミニウムは軽量で耐久性が有り、加工もし易く、特にアルマイ
ト処理をしたものは耐久性がより向上する。
【００２７】
　次に、本実施例による太陽電池モジュールについて図４～６により説明する。まず、出
発部材としての多数個の光電変換素子と、それらを１個ずつ所定の間隔で配置し支持する
ための複数の孔を有する導電性の支持体とで、パネル状のユニットを作製した。
【００２８】
　図４に示すように、光電変換素子２０は、球状のｐ型第１半導体の表面をｎ型第２半導
体層２２で覆い、さらにその表面を導電性反射防止膜としてのＳｎＯ2膜２３で覆われて
いる。
【００２９】
　支持体２７は、図５に示すように、光電変換素子２０が装着される孔２４を底部に有し
、その内壁面が光電変換素子２０に集光するための反射鏡である凹部２５を多数個有する
。凹部は、その開口端２６がほぼ六角形を形成し、隙間なく配置されている。そして、支
持体２７はアルミニウム製のものを用い、第２半導体層上の導電性反射防止膜と電気的に
接続される導電体を兼ねている。また、支持体２７の内壁面には導電性および反射性に優
れた銀層をスパッタ法で形成した。
【００３０】
　図６に、構成した太陽電池モジュールに用いた太陽電池ユニットの縦断面図を示す。図
６は図５のＶＩ－ＶＩ線断面図に相当する。光電変換素子２０は、エポキシ樹脂系接着剤
にＡｇ粉を導電材として分散させた熱硬化性の樹脂系導電性接着剤２８を、支持体２７の
孔の周縁部分に塗着し、支持体２７に取り付けた。
【００３１】
　さらに、素子２０をより強固に支持体２７に保持させるとともに素子を保護するために
、熱可塑性樹脂シートを、支持体の受光面側において、減圧下で加熱圧着しながら溶融さ
せ、これを凹部内に殆んど隙間なく充填することにより、支持体の凹部内に透光性の保護
樹脂２９を充填した。
【００３２】
　次いで、支持体の裏面側に突出する部位のＳｎＯ2膜２３と第２半導体層２２の一部分
を除去して窓部を形成し、第１半導体２１を部分的に露出させた。具体的には、第２半導
体層２２を部分的に除去するのに、機械的な研磨法であるサンドブラスト法を用い、次い
でエッチング法で表面の粗れを取り除いて平滑化する方法を用いた。
【００３３】
　次に、第１半導体２１の露出部に、導電剤として銀、ドーピング剤としてアルミニウム
を用いた導電性ペーストを印刷し、加熱処理を施して、支持体と対をなす他方の電極２９
を形成した。
【００３４】
　電極２９を形成した後、支持体に取り付けた約１８００個の光電変換素子の電極を共通
の導電体層で接続して１つの太陽電池ユニットを形成した。この導電体層の形成、それに
よる電極の接続は、次の方法で行った。
【００３５】
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　まず、支持体の裏面側の光電変換素子と対向するパターンで孔が形成されたＡｌシート
製の導電板３０と、プリプレグシート３１とを貼り合わせた複合シートを用意した。
　プリプレグシート３１は、半硬化状態のエポキシ樹脂を準備し、このシートを導電板３
０の片面に配置し、ヒータを備えた押圧装置で半硬化状態となる温度で加熱し、加圧しな
がら、両者を接着して複合シートを作製した。
【００３６】
　次に、上記の複合シートのプリプレグシート３１側を支持体２７の裏面側に接するよう
に配置し、プリプレグが硬化する約１８０℃で加熱加圧により接合した。これによりシー
トは半硬化状態から硬化状態に変化し、支持体２７と導電板３０とを強固に結合する絶縁
層となった。
【００３７】
　次に、導電板３０の孔に向けて、レーザ装置よりレーザ光を照射して、プリプレグシー
ト３１に孔を開けて電極２９を露呈させ、次いで、孔内に、スクリーン印刷法によって、
導電性接着剤を塗布、充填し、硬化させて、電極上に電気的導出部３２を形成した。
【００３８】
　このようにして、光電変換素子２０のｎ型第２半導体層２２が接続された支持体２７を
マイナス極とし、電極２９が接続された導電板３０からなる共通電極をプラス極とする、
太陽電池発電装置用の太陽電池ユニットを得た。
【００３９】
　このように得られた太陽電池ユニットを、横２３列、縦２段として６４枚並べて接続し
、太陽電池モジュールとした。これを受光面側にポリフッ化ビニリデンシートとガスバリ
アフィルムからなる複合シート、裏面側にフッ素樹脂を被覆したアルミシートからなる複
合シートを配し、隙間をエチレン－酢酸ビニル共重合体で充填するように接着し、加熱減
圧下で密封した。
【００４０】
　このようにして作製した本発明の太陽電池モジュールを反射部材とともに、図１に示す
ように設置面に設置した。そして、太陽電池発電装置の年間を通しての発電量を一部測定
し、残りの期間は測定した値を基に、その月ごとの日射量から計算した。但し照射光、反
射光は太陽からの直接光だけで計算し、散乱光の影響による効果は含んでいない。反射部
材の反射面と設置面とのなす角度βは１５０°とし、太陽電池モジュールの受光面と設置
面とのなす角度αを１２０°、１５０°、１６５°として、一年間を通しての各月ごとの
単位ワット（定格発電量Ｗp）あたりの発電量を求めた。この結果を図７に示す。反射部
材を用いた本発明の太陽電池発電装置の太陽電池モジュールの受光面の角度αを１２０°
、１５０°、１６５°にしたものを、実施例１～３として実線で示し、また、反射部材を
設置しないものを比較例１～３として破線で示した。太陽電池モジュールの受光面を設置
面に平行に設置したものを比較例４として一点破線で示した。
【００４１】
　この結果、本発明の反射部材を用いた太陽電池発電装置は、どの角度においても反射部
材を用いない比較例のものよりも一年を通して発電量が大きいことがわかった。中でも、
実施例２のα＝１５０°に太陽電池モジュールを設置したものでは、一年を通して発電量
が大きくなり、反射部材を用いることによる発電量の優位性もみられた。実施例１のα＝
１２０°に設置したものでは、秋分～冬至～春分において反射部材を設置した効果が最も
得られた。また、実施例３のα＝１６５°に設置したものでは、小さいながらも反射部材
を設置した効果は得られた。受光面を設置面に平行に設置したものは、発電量はどの月に
おいても最も小さかった。
 表１にそれぞれのワット当たりの発電量の年間合計を示す。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　表１の結果より、年間合計の発電量も、αがどの角度においても反射部材を設置した実
施例のほうが、発電量が多くなった。また、実施例、比較例ともにα＝１５０°に太陽電
池モジュールを設置したものの発電量が最も大きくなり、比較例に対する実施例の割合が
増加したのもα＝１５０°に太陽電池モジュールを設置したものが最も大きくなった。
　このように、本発明の太陽電池発電装置を用いれば、季節の変化により太陽からの照射
光の角度が変化しても、反射部材により反射させて太陽電池モジュールの受光面に照射で
きるため、年間を通じて効率良く発電することができる。
【００４４】
　実施例では、太陽電池モジュールおよび反射部材ともに略長方形のものを用いたが、こ
れに限定されるものではない。たとえば、半円形の太陽電池モジュールと半円形の反射部
材とをそれらの直線部分を近接させて受光面と反射面とを向き合うように設置しても本発
明の効果を得ることができる。
【００４５】
　なお、実施例では、マイクロ集光型球状シリコン太陽電池を用いたが、アモルファスシ
リコン型太陽電池、ウエハ型シリコン太陽電池、色素増感型太陽電池、あるいは化合物半
導体型太陽電池などほかの太陽電池を用いても同様の効果を得ることができる。
【００４６】
　また、反射面は平板に限ることなく、太陽光を効率よく集められるものが望ましく、凹
部のように湾曲しているものでもよい。
　また、太陽電池モジュールの端部の構成は、支持枠にブチルゴムで固定するものに限ら
ず、ブチルゴムで封止した後、ポリ塩化ビニルからなるガーニッシュにより固定されてい
るものでもよい。
【００４７】
　なお、太陽光の季節による照射角度の影響から、太陽電池モジュールの受光面の設置角
度αは、１２０°～１６５°の間が好ましい効果が得られる。１２０°未満になると、太
陽光の入射角度が小さくなる冬至近くでは、反射部材の効果を加えても太陽電池モジュー
ルとしての発電量は小さくなる。また、１６５°を超えると、太陽光の入射角度が大きく
なる夏至近くでは、太陽電池モジュールの発電効率が非常に低くなる。このため、年間を
通して発電量を効率良く得るには、受光面の設置角度αは、１２０°～１６５°の間が好
ましい。
【００４８】
　また、反射部材の反射面の設置角度βは、１３５°～１６０°の間が好ましい効果が得
られる。１６０°を超えると、反射部材の面積が非常に大きくなり、太陽電池モジュール
の発電量を増加させることはできても、大きな面積を必要とし設置困難である。また、１
３５°未満では、太陽光の入射角度が大きくなる夏至近くでは、反射部材に太陽光が照射
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しにくくなってしまうので、冬至近くの太陽光の入射角度が小さい期間のみしか効果が得
られない。このため、年間を通して発電量を効率良く得るには、反射面の設置角度βは、
１３５°～１６０°の間が好ましい。
【産業上の利用可能性】
【００４９】
　本発明の太陽電池発電装置によれば、住宅やビルの外壁面のように、水平面にほぼ垂直
なところに設置しても、一年間を通して効率良く発電できるので、安定した電力供給を確
保することができる。
【符号の説明】
【００５０】
１　設置面
２　太陽電池モジュール
３　太陽電池モジュールの第１の辺
４　支持体
５　受光面
６　太陽電池モジュールの第２の辺
７　反射部材
８　反射部材の反射面
９　支持体
１０　反射部材の第１の辺
１１　反射部材の第２の辺
１２　外枠
１３　つば部

【図１】 【図２】
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